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第５９回日本民主法律家協会定時総会アピール 

コロナ禍の今を見つめ、安倍政治に終止符を打ち、 

平和で民主的で個人の尊厳が守られる政治に転換しよう！ 

 

2020年 8月 8日 日本民主法律家協会 

 

（はじめに）新型コロナウィルス感染拡大は、安倍政権が市民の命と生活を守らない政権であることを白

日の下にさらけ出した。営業停止要請や失職に対する補償はないに等しく、有効な感染防止策を打つこと

ができない。しかも、感染者数が急増する中、巨費を投じて旅行を奨励する「Go-Toトラベルキャンペーン」

を強行するなど、支離滅裂なパフォーマンスと明らかな税金の無駄遣いは目を覆わんばかりである。 

コロナ禍の中、市民の政治的関心が高まる一方、政権への不信は深刻化している。5月に検察庁法改正法

案が約 900 万の抗議のツイッターの力で廃案になったことは、その現れである。今こそ、安倍政権に代わ

る、平和で民主的で市民１人１人の尊厳が守られる、市民と野党の新しい政権が必要である。 

9月にも解散総選挙が予想される今、2012年 12月に発足して 7年7か月になる第二次以後の安倍政権が

どのような政権だったかを改めて振り返り、政権交代が必須であることを確認したい。 

 

（権力の集中）安倍政権は、発足と同時に、国の根幹部分の人事を官邸が握る手法で権力の集中をはかっ

た。日銀総裁、内閣法制局長官、ＮＨＫ会長を交代させ、内閣人事局を設置して各省庁の幹部人事を官邸

が一括して握った。恣意的な人事は司法にも及び、最高裁判事の任命において日弁連の推薦を初めて拒否

した。ただし今年、検察庁法改正により検察幹部の人事も内閣が握る体制を作ろうとしたが、世論の強い

反対の前に同法案は廃案となった。 

 

（軍事大国化への暴走）安倍政権は、歴代自民党もなしえなかった方法で、日米軍事同盟の強化による軍

事大国化への道を暴走した。政権発足後直ちに国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）を設立し、米軍との情

報共有のための特定秘密保護法を成立させ、2014年 7月には集団的自衛権を容認する閣議決定を行い、2015

年 9 月市民の強い反対の声を押し切って戦争法（安保法制）を強行採決した。その後は、戦争法による新

任務を与えて戦闘状態にある南スーダンに自衛隊を派遣し、本年 1 月には「調査研究」名目で自衛隊を中

東に派遣するなど、自衛隊の海外派遣を積み重ねた。 

また、唯一の被爆国でありながら、2017年 122か国の賛成で採択された核兵器禁止条約に反対した。 

 防衛費は、第二次安倍政権以降 8 年連続で増額され、トランプ大統領の言いなりにアメリカ製兵器を大

量購入し、2020年度防衛予算は5兆 3000億円を突破した。沖縄では県民の明確な意思を無視し、巨費を投

じて辺野古基地建設を強行している。 

中国や北朝鮮への敵視も異常である。第二次世界大戦中の日本のアジア侵略を反省する姿勢がないこと

から、韓国の徴用工判決を巡って日韓関係も最悪となっている。東アジアの平和を構築しようとする姿勢

は皆無であり、かえって緊張関係を高めている。最近首相は、北朝鮮を対象とする敵基地攻撃能力論を言

い出しており、「戦争をする国」への野望はとどまるところを知らない。 

 

（9条改憲への執念）安倍政権は、発足と同時に「戦後レジームの転換」、「日本を取り戻す」と叫び、憲法

尊重擁護義務を投げ捨てて憲法改正を政策の前面に掲げた。ただし、復古調の自民党改憲草案や憲法96条

改正が世論の支持を得られないとわかるや、明文改憲の主張はいったんおさめ、集団的自衛権行使を盛り

込んだ安保法制を成立させて 9条の「実質改憲」を果たした。その上で、2017年 5月、憲法 9条 1項 2項
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を維持しつつ自衛隊を憲法に明記する改憲を2020年までに実現するとのメッセージを発し、これに、緊急

事態条項、教育の充実、参議院の合区解消を加えた「改憲４項目」を打ち出した。しかし、改憲を望まな

い世論の力で、現在までの3年 3か月、「安倍改憲」の議論は一歩も進ませていない。 

 

（大企業と富裕層のためのアベノミクス）安倍政権は、デフレを克服し景気を浮揚させるとして、「アベノ

ミクス」と称する経済政策を強行した。しかし、アベノミクスは、日銀に大量の株式や国債を引き受けさ

せて、株高と湯水のような公共投資を実現するものであり、大企業と富裕層には過去最高水準の利益をも

たらしたが、労働者の所得は増えなかった。非正規雇用が増え、年収200万円以下のワーキングプアは1000

万人を超え、社会保障は年々削減され、消費税は 5％から 8％に、8％から 10％にと引き上げられ、格差と

貧困は拡大する一方である。 

 

（権力の私物化）安倍政権はまた、権力の私物化を大胆に行った。森友学園問題では、学校建設用地の売

買において、安倍首相夫人の関与により 9億円余の国有地を 8億円値引きさせた。加計学園問題では、理

事長と安倍首相が「腹心の友」であるところ、獣医学部新設について文科省の反対を安倍首相が抑え込ん

だ。7年連続で行われた首相主催の「桜を見る会」では、安倍後援会の会員を800名以上招待し、予算の3

倍以上の国費を費やしていたことが明らかになった。 

 

（相次ぐ閣僚の辞任）安倍政権の下では、10 名もの閣僚が公職選挙法違反の不祥事や失言で辞任した。し

かし、安倍首相が任命責任をとって辞任することはなく、森友、加計、「桜」など安倍首相こそが辞任

すべき案件においても絶対に責任を認めることはなかった。 

 

（公文書の隠蔽・改ざん）公文書の隠蔽・改ざんが多発したことも、安倍政権の大きな特徴である。 

森友学園問題では、安倍首相夫人の関与が記載された近畿財務局の公文書が改ざんされ、これに関与さ

せられた職員が自殺するという痛ましい事件が起きた。加計学園問題でも、官邸の関与を裏付ける記録が

作成されていなかった。「桜を見る会」では、国会議員の質問通告の直後、招待者名簿が廃棄された。 

これらの他、自衛隊の南スーダンの日報やイラク派兵時の日報の隠蔽、裁量労働制に関する労働時間の

データや「毎月勤労統計調査」のデータの偽装、コロナ専門家会議の議事録不作成など、安倍政権下にお

ける情報隠しや偽装は枚挙にいとまがない。2013年 12月成立した特定秘密保護法は、内閣が勝手に秘密指

定をすることによって市民の知る権利を奪うものであり、公文書隠蔽の法制化である。 

 

（反憲的法案の採決強行）安倍政権は、2013年 12月の特定秘密保護法、2015年 9月の戦争法（安保法制）、

2017年 6月の共謀罪、2018年 5月の働き方改革関連法案における高度プロフェッショナル制度の導入など

の反憲法的な重大法案について、市民の強い反対の声に背を向け、数の力による採決強行を繰り返してき

た。なかでも、過去3度廃案になった共謀罪法案は、「中間報告」の手法で参議院法務委員会の審議を省略

し、参議院本会議で採決が強行された。まさに民主主義を踏みにじる暴挙であった。 

 

以上をみるならば、安倍政権は日本国憲法に基づく国の形を変えてしまった、戦後最悪の政権であると

断ぜざるを得ない。この最悪の政権に終止符を打ち、安倍政権が行ってきた悪政・失政を一つ一つ覆し、

平和・人権・民主主義を守る市民のための政治を築くことは、まさに必須の課題である。 

日本民主法律家協会は、そのために全力をあげる決意である。 
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